
200x 情財第 xx号

「○○○○○○」に関する請負契約書（案）

独立行政法人 情報処理推進機構（以下「甲」という。）と○○○○○○（以下「乙」という。）
とは、「○○○○○○」について以下のとおり本契約 (末尾付記の「特記事項」及び別紙添付の「個
人情報の取扱いに関する特則」を含む。以下同様)を締結する。

（契約の目的）
第１条 甲は、別紙の仕様書に基づく「○○○○○○」（以下「請負業務」という。）の実施につき、
乙に発注し、乙はこれを請負う。

（再請負の制限）
第２条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
２ 乙は、請負業務の一部を第三者（以下「再請負先」という。）に請負わせようとするときは、
事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容及び請負わせる理由等を書面により甲に届け出
る。なお、再請負先からの見積書を添付するものとする。

３ 前項に基づき乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の
行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し、本契約上の責任を問うことができる。

（責任者の選任）
第３条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者を選任して甲に届け出る。
２ 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、甲との連絡窓口として、右進捗状況
について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するもの
とする。

３ 乙は、第１項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

（納入物件及び納入期限）
第４条 乙は、別紙の仕様書に定める報告書等（以下「納入物件」という。）を２００○年○月○
日（以下「納入期限」という。）までに甲に納入する。

（契約金額）
第５条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○，○○○，○○○円（うち消
費税及び地方消費税○，○○○，○○○円）とする。

（権利義務の譲渡）
第６条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな

い。

（実地調査）
第７条 甲は、必要があると認めるときは、乙並びに請負業務の再請負先に対し、自ら又はその指
名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所（第
２条第２項の再請負先を含む）に臨んで実地に調査を行うことができる。

２ 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。

（検査）
第８条 甲は、第４条の規定により納入物件の納入を受けた日から３０日以内に、当該納入物件に
ついて別紙の仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したと
きは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。

２ 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同
項所定の検査に合格したものとみなす。



３ 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了したものとみなす。こ
の場合、甲は、完了を確認するために請負業務の完了通知書を乙に交付する。

４ 第１項及び第２項の規定は、第１項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修
正等を行い甲に再納入する場合に準用する。

（瑕疵の補修）
第９条 甲は、前条第３項の規定による請負業務の完了日から１箇年以内に納入物件に瑕疵その他
の不具合があることを発見したときは、乙に対して相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補
修させることができる。

（対価の支払の時期）
第１０条 甲は、第８条第３項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理し
た日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。

（違約金）
第１１条 天災その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに
納入物件の納入が終らないときは、甲は違約金として、延滞日数１日につき契約金額の１，００
０分の１に相当する額を徴収することができる。

（契約の変更）
第１２条 甲又は乙は、請負業務の実施に伴い状況が変化したり、技術上の支障が生じるなどして、
別紙仕様書の目標を達成できず請負業務の全部又は一部を中止又は変更する必要があると認め
た場合、本契約の変更の協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の相手方
は、誠意をもって協議に応ずる。

（契約の解除等）
第１３条 甲は、次の各号の一に該当する事由がある場合には、本契約又は本契約に基づく個別契
約の全部または一部を解除することができる。
一 乙が本契約に違反した場合
二 乙の責に帰すべき事由により、本契約を履行する見込みがないと認めるに足る客観的状況が
生来した場合

三 乙が、本契約の対価を目的外に使用するなど不適切な経理処理が行われていた場合
四 乙が、甲に対し、請負業務並びに本契約が定める届出及び報告に関して、不正又は虚偽の申
立てをした場合

２ 本契約の解除が納入の後になされた場合、契約対価の支払い、権利帰属その他の法律関係は、
右解除によって初めに遡って効力を失う。

３ 第１項三及び四に該当する事由がある場合、甲は、契約を解除せずに、乙に対して契約対価額
の変更、支払済契約対価の全部若しくは一部の返還、及び／又は損害の賠償を求めることができ
る。

４ 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は、第１項に
かかわらず、催告せずに直ちに本契約または本契約に基づく個別契約の全部又は一部を無償解除
することができる。

（秘密保持及び個人情報）
第１４条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、
また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。但し、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益
的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。

２ 個人情報に関する取扱いについては、別紙１のとおりとする。
３ 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

（工業所有権の帰属等）
第１５条 乙が、請負業務を遂行する過程で発明（考案及び意匠の創作を含む。）をしたときは、

その工業所有権は、その権利の発生の時から甲に帰属し、或いは甲に譲渡されたものとみなす。



（著作権等）
第１６条 納入物件に関する著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定める権利を含む。）は、

納入物件が第８条所定の検査に合格することを条件として、納入の時に、乙から甲に譲渡された
ものとみなす。

２ 乙は、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に対する著作権法第２８条の権利 、そ
の他“原作品の著作者／権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。

（知的財産権の紛争解決）
第１７条 乙は、納入物件に関し、国内外の第三者が所有する著作権、特許権、回路配置利用権、
ノウハウを含む工業所有権等（公告、公開中のものを含む。) （以下「知的財産権」という。）
を侵害する恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財
産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告し
なければならない。

２ 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合（私的交渉、仲裁を含み、法的
訴訟に限らない。）、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し
一切の 損害を被らせないものとする。

（成果の発表又は公開）
第１８条 甲は、請負業務に係る成果を公表又は公開（出版を含む。以下同様）することができる。
２ 乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
３ 乙は、請負業務に係る成果を公表又は公開しようとするときは、その方法、権利関係等につい
て事前に甲と協議する。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。

４ 乙は、請負業務の内容を発表又は公表しようとする場合には、著作権表示その他方法が定める
権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示しなけ
ればならない。

（損害賠償）
第１９条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲に損害を与えたときは、その賠償の責を負う。
ただし、通常生ずべき損害について乙の負う賠償責任は、第５条所定の契約金額を超えないもの
とする。

（協議）
第２０条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙
協議し、誠意をもって解決する。

（紛争解決）
第２１条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。

特記事項
（談合等の不正行為による契約の解除）
第１条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、催告を要せず直ちに本契約を解除すること
ができる。
１ 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律５４号。

以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為を行ったこ
とにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき

（１）独占禁止法第４９条第１項に規定する排除措置命令が確定したとき
（２）独占禁止法第５０条第１項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
（３）独占禁止法第６６条第４項の審決が確定したとき
（４）独占禁止法第７条の２第１３項又は第１６項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があっ

たとき



２ 本契約に関し、乙の独占禁止法第８９条第１項又は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定
したとき

３ 本契約に関し、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０
年法律第４５号）第９６条の３又は第１９８条に規定する刑が確定したとき

（談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出）
第２条 乙は、前条第１項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の

文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
（１）独占禁止法第４９条第１項の排除措置命令書
（２）独占禁止法第５０条第１項の課徴金納付命令書
（３）独占禁止法第６６条第４項の審決についての審決書
（４）独占禁止法第７条の２第１３項又は第１６項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書

（談合等の不正行為による損害の賠償）
第３条 乙が、本契約に関し、第１条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除する

か否かにかかわらず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、
契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の
１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）
を違約金（損害賠償額の予定）として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

２ 第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙
の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合に
おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

３ 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に
おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

４ 乙が、第１項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、
当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した金
額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

５ 本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。

（暴力団関与の場合の契約の解除等）
第４条 甲は、乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）について、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団又は暴
力団員と関係があることが判明したときは、本契約を解除することができる。

２ 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわら
ず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額（本契
約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額）の１００分の１０に相当する
金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を違約金（損
害賠償額の予定）として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

３ 第１項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙
の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合に
おいて、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

４ 第２項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合に
おいて、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

５ 乙が、第２項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、
当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年５パーセントの割合で計算した金
額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

６ 本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。



本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ１通を
保有する。

２００○年○月○日

甲 東京都文京区本駒込二丁目２８番８号
独立行政法人 情報処理推進機構
理事長 西垣 浩司

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○



（別紙）
個人情報の取扱いに関する特則

（定 義）
第１条 本特則において、「個人情報」とは、請負業務に関する情報のうち、個人に関する情報で

あって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしく
は音声により当該個人を識別することのできるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の
情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいい、秘
密であるか否かを問わない。以下各条において、右「当該個人」を「情報主体」という。

（責任者の選任）
第２条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
２ 乙は、第１項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

（個人情報の収集）
第３条 乙は、請負業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法

律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。

（開示・提供の禁止）
第４条 乙は､個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面によ

る承諾なしに、第三者（情報主体を含む）に開示又は提供してはならない。但し、法令又は強
制力ある官署の命令に従う場合を除く。

２ 乙は、請負業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
３ 乙は、請負業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及び

その退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、
随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。

（目的外使用の禁止）
第５条 乙は､個人情報を請負業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。

（複写等の制限）
第６条 乙は､甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはなら

ない。但し、請負業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りでは
ない。

（個人情報の管理）
第７条 乙は､個人情報を取り扱うにあたり、本特則第４条所定の防止措置に加えて、個人情報に

対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的
な安全対策を講じなければならない。

２ 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更し
た場合も同様とする。

３ 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査する
ことができる。

４ 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
５ 乙は、請負業務に関して保管する個人情報（甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したもの

を含む）について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは請負業
務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。

（返還等）
第８条 乙は、甲から要請があったとき、又は請負業務が終了（本契約解除の場合を含む）した

ときは、個人情報が含まれるすべての物件（これを複写、複製したものを含む。）を直ちに甲に
返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去し
て復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。但し、甲から別途に指示が



あるときは、これに従うものとする。
２ 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できない

よう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。

（記録）
第９条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消

去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な
報告を行うものとする。

２ 乙は、前項の記録を請負業務の終了後５年間保存しなければならない。

（再請負）
第 10条 乙が甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準

を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本
特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受け
たときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。

２ 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負
担する義務を免れない。

（事 故）
第 11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏え

い等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその
旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措
置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並び
に事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。

２ 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から
損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用（弁
護士費用を含むがこれに限定されない）を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、
甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。

３ 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約第１３条によって本契約が解除
される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の
別途の指示に従うものとする。

以上


